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第１節 知的財産権侵害の概要  

(1) 概要  

 市場に流通する模倣品の割合については様々な見方があり、一部の専門家は、ロシア市場

における模倣品が改善傾向にあり、この 2-3 年の間に大幅に減尐したと考えている。 

 内務省は、海賊版ソフトの使用が、それまでよりも 7％減り、60％に減尐したと報告して

いる。ブランド衣料品については、模倣品が販売総額のおよそ 25％を占める一方、模倣品の

化粧品、香水、他の医療費、家庭用化学製品及び食品の割合は、推定で 15 から 25％である。

模倣品の国内生産は、通常では商品の組み立て又は包装に限定されているため、現時点にお

いて、模倣品のほとんどは輸入の形でロシアに入り、国内における模倣品の生産は最小限に

とどまる。 

 このような状況のもと、ブランド品の不正な輸入の取り締まりに中心的な役割を果たすの

がロシア連邦税関局であり、その活動は、権利者から高い評価を得ていた。このことは、税

関の知的財産登録簿に記載された知的財産の対象件数の増加傾向にあることを示す下図から

もうかがえる。 

 

税関の知的財産登録簿に記載された知的財産の対象件数 

 (出所：ロシア連邦税関局公式報告書) 

 

税関当局は、2010 年に、商標権及び著作権侵害商品の輸入に対する 1076 件の行政事件を

提起した。およそ 10,000,000 点の模倣品を摘発、押収し、その数は、2009 年(6,200,000 点)

よりも 40％多い。 
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 模倣品は、概して中国、台湾、ポーランド、トルコその他の国々から流入し、小さな販売

店や自由市で販売されている。また、模倣者の間では、インターネットの利用も広がってお

り、模倣品を販売するためのオンラインショップ及び取引プラットフォームを活発に利用し

ている。税関によれば、ほぼすべての産業、特に衣料品、玩具製造、香水の製造、アクセサ

リー、 CD/DVD、電子製品、食品、医薬品が模倣品による被害を受けている。 

 90 年代初めには、模倣品の比率が 70～80％であった。しかしながら、2010 年には、模倣

品の割合が減尐し、24％(約 900 億ルーブル)にとどまった。これには多くの理由があり、特

に、ロシア政府が、模倣品を取り締まる必要性及びこれを重要な優先課題として認識したこ

とが理由である。それ以外にも、ロシア市民の生活が改善され、大半の消費者が純正品を好

み、購入できるようになったこともある。しかしながら、模倣者に対する取り締まり効果が、

権利者の姿勢にも左右される点に留意する必要がある。権利者が積極的な役割を果たさない

場合、法執行当局も、国内に広がる模倣品に対する保護を効果的に行うことができない。模

倣品の取引額が大きくはない場合又は模倣者の活動から受ける損害がそれ程大きくはない場

合、知的財産の所有者は、通常、自らの権利を保護することをそれほど好まない。 

 多くの分野(自動車製造、電子機器等)の世界的リーダーである日本企業は、様々な国々で

知的財産権侵害に直面しているかもしれない。ロシアで発生している侵害の種類に関する統

計はないものの、通常は、商標法及び著作権法に関係するものである。 

 著作権侵害の大半は、インターネット上でのアニメや映画の違法な使用及び流通に関わる

ものである。ロシア法には、特に著作権侵害に関するルールは存在しないものの、このこと

は著作権侵害を許しているという意味ではない。民法第 IV 部の一般原則(第 1229、1270 条)

により、著作権者の許可を受けない著作権の対象の使用は、著作権者の知的財産権の侵害を

構成し、民事、行政、刑事責任を生ずる。 

 日本企業は、模倣行為の他、並行輸入の問題にも直面している。ロシアの法令には、「並行

輸入(又は灰色輸入)」に言及する規定はないものの、ロシアにおける知的財産の法律関係を

規定する民法(2008 年 1 月 1 日に施行)の一般原則が適用される。民法の第 1229 条に規定さ

れる一般原則によれば、権利者の許可なく知的財産の対象を使用することは許されない。「並

行輸入」に関する詳しい議論は、後述するこの章の 3 節を参照のこと。 

 ロシア法は、一般的に、民事、行政又は刑事訴訟手続により知的財産権を保護すると規定

する。権利者は、訴訟の目的に応じ、いずれかのルートを選択する。 

ロシアでは、侵害が生じた場合に、知的財産権を民法により保護することが最も一般的で
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ある。特定の企業又は個人による知的財産の対象の使用を禁止するため、また、知的財産権

侵害に対する損害賠償又は金銭的補償の請求について民法で定めている場合には、これを利

用するために民法が利用される。 

 下図に示されているように、知的財産紛争の大半を審理する商事(仲裁)裁判所が審理した

事件の件数は、90 年代末から着実に増えている。また、この図からもわかるように、普通裁

判所も、一定数の事件を審理している。その理由は、侵害事件の多くに商標が関わっている

ためである。商標を所有する主体は法人及び個人事業者であるため、商事(仲裁)裁判所が扱

うことになる。 
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(June)

商事裁判所 121 202 999 1455 1831 2746 3482 3234 1447

普通裁判所 522 543 505 603 574 865 557

ロシアの裁判所で扱った民事の知的財産事件

(出所：商事(仲裁)裁判所および普通裁判所の統計) 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=5; http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/) 

 

 知的財産の対象が、国境付近又は国内市場において侵害された場合、これに関係する事件

につき、権利者は、民事事件よりも行政事件を提起することを選ぶ場合が多い。訴訟費用が

その主な理由である。行政訴訟手続は、通常、知的財産侵害について察知した権利者の訴え

から始まる。法執行当局は、訴えにもとづき、必要な措置(販売拠点又は構内の捜索、押収等)

を講じ、侵害の証拠を収集するために捜査する。証拠収集及びその後の手続など、民事事件

の訴訟費用の大半を権利者が負担するのに対し、行政事件では、法執行当局(税関、警察)が

自ら証拠を収集し、原告として介入する。 

 法執行当局には、行政事件について決定を下す権限がなく、捜査し、証拠を収集するのみ

である。捜査が完了し次第、その事件を裁判所(普通裁判所又は商事(仲裁)裁判所)に提出する。

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
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(出所：最高商事(仲裁)裁判所の統計) (http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/) 

 

知的財産分野の刑事事件を扱うのは警察及び検察であり、刑事責任を負うのは自然人のみ

であるため、普通裁判所で審理を行う。 

＜検察の連絡先＞ 

ロシア連邦検察庁 

住所：15a Bolshaya Dmirovka Str.,  Moscow、 Russia,  GSP-3, 25993 

電話：+7(495)987-56-56 

Web: www.genproc.gov.ru 

＜警察の連絡先＞ 

内務省(MVD) 

住所：16 Zhitnaya Str., Moscow, Russia, 119049 

電話：+7(495)667-72-64 

Web: www.mvd.ru 

 

内務省経済安全保障・汚職撲滅総局 

住所：16 Zhitnaya Str., Moscow, Russia, 119049 

電話：+7(495)667-68-67 

商事裁判所で扱った刑事事件 

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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(2) 警察の組織改革 

 ロシア連邦のメドベージェフ大統領は、2009 年 12 月に警察制度の抜本的改革を始めるた

めの大統領令に署名した。法執行サービスの機能を高めることが改革の主な狙いであった。

14 の非政府人権擁護組織で構成される作業部会が法案を起草した。これは、法案の内容につ

いて議会が公衆による勧告を求めた初めての事例である。 

 大統領による立法措置の結果、新たに「警察に関する」連邦法が制定され(2011 年 3 月 1

日から施行され)た。同法は、主要法執行機関の名称を「人民警察」から「警察」に改めた。

新法は、いかなる理由であろうとも、制止した相手に自分の名前及び所属を説明すること並

びに新しいデザインの制服に名札を表示することを警察官に義務づけている。また、同法に

は、国民による監視の理念が反映され、警察の活動に対する世論を把握するための調査結果

の定期的な公表、そして大統領が決定した手続に従って任命される公共的団体の代表者で構

成される地域評議会の設置を義務づけている。 

 「警察に関する」連邦法による、知的財産分野の法律への直接的な影響はないものの、い

くつかの改正により、自然人及び法人の権利及び合法的利益を効果的に保護する警察の権限

及び実行手段が強化され、警察がこれまでよりも効果的に行動できるようになった。知的財

産分野に従事する実務家の中には、法改正のプラス効果が既に表れていると感じる者もいる。

例えば、これまでは、違法な内容を含むホームページは、インターネットサービスプロバイ

ダが自主的にブロックするか、裁判所の決定又は検察官の命令にもとづいてブロックするし

かなかった。こうした状況が、現在では改善され、「警察に関する」連邦法の第 13 条に従

い、犯罪又は行政違反に繋がりかねない行為の停止を命じる権限が警察に与えられた。多く

のファイル共有サイトが、警察の命令に基づき、違法なコンテンツへのアクセスをブロック

した。ロシア連邦経済開発貿易省の職員によれば、警察の権限をめぐる前述のような改善は、

ロシアの知的財産権保護が大きく前進したことの証左である。 

 警察又は検察に告訴する前に、ロシア連邦領内で行われた侵害の証拠を収集する必要があ

る。証拠を入手する方法は、例えば事件の状況に左右され、見本の購入、サイトのコンテン

ツについて公証を受ける等の方法がある。私立探偵又は信用調査機関に依頼することが必要

な場合もある。公認の捜査員リストはなく、権利者から事件を付託された現地の検察官が、

状況や任務に応じて捜査員を選定する。 
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(出所：商事(仲裁)裁判所および普通裁判所の統計) 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=5) 

 

(3) 模倣防止を目的とする非政府組織  

 ロシアには、模倣防止を目的とするいくつかの非政府組織が存在する。このような組織に

特別な権限を付与する法律はないため、このような組織には、その目的以外、他の非政府組

織と異なる点はない。 

 実務上、このような組織は、特定の市場において模倣品に対抗するために団結している知

的財産権の独立した所有者たちの組織か、又は知的財産権の権利者が模倣品に対抗するのを

支援する民間組織のいずれかの形で存在する。例えば、Russia 198097, Saint-Petersburg, 

Stachek pr. 47, office 400 にある知的財産保護団体「ロシアの楯」は、ロシアにあるいくつ

かの大手ソフトウェア会社の権利を執行している。 

 これとは全く異なる仕組みが、知的財産の多くの所有者の権利を一括して管理し、執行す

るために設立された権利集中管理団体(以下、CLS)である。 

 これは次のような仕組みになっている： まず、知的財産の所有者が、その組織と契約を結

裁判所で扱った刑事事件 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
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び、自分の知的財産権を管理することを CLS に許可する。さらに、知的財産の所有者自身は、

当該権利を失う。それと引き換えに、CLS は、第三者とライセンス契約を結ぶ仕事を引き受

け、ライセンス料からサービス料を差し引いた額を知的財産の所有者に送金する。 

 さらに、CLS は、知的財産権を管理する許可を得ることで、知的財産の所有者に代わって

知的財産権を行使する許可を得ることになる。しかしながら、CLS は、これを行使する際に

知的財産権所有者の同意を求めない。さらに、自分の権利が侵害されていることも、CLS が

自分の権利を執行していることも、知的財産の所有者が知らないケースがほとんどである。

知的財産権侵害に対して獲得した補償は、(サービス料を差し引いた後で)CLS の顧客に分配

する。 

文化省は、各活動分野につき、1 つの CLS(合計で 6 団体)を公認している。それらは、次

に掲げる団体である。 

 ① 音楽的著作物、音楽-演劇著作物の公演に関係する部分及び再放送を含む放送に対する 

排他的権利の管理(ロシア連邦民法第 1270 条(2)の 6-8 号)。 

公認 CLS： ロシア著作者協会(RAO) 

住所：Russia 123995, GSP-5 Moscow, Bronnaya str., 6A、 

ホームページ： http://www.rao.ru/ 

 ② 視聴覚著作物に使われる音楽著作物の作曲者の権利、特に当該視聴覚著作物の公演又は 

放送から報酬を受ける権利の管理(ロシア連邦民法第 1263 条(3))。 

公認 CLS： ロシア著作者協会(RAO) 

住所：Russia 123995, GSP-5 Moscow, Bronnaya str., 6A、 

ホームページ：http://www.rao.ru/ 

 ③ 芸術的著作物のオリジナル並びに作家及び作曲者のオリジナル原稿の再販権(droit de  

suit)(ロシア連邦民法第 1293 条)。 

公認 CLS： 芸術著作権管理協会(UPRAVIS) 

住所：Russia 107031, Moscow, Stoleshnikov per., 11, office 353 

ホームページ： http://www.upravis.ru 

 ④ 私的録音複製補償金に対する著作者、実演者、レコード及び視聴覚著作物制作者の権利 

(ロシア連邦民法第 1245 条)。公認 CLS ： ロシア権利者連合(RUR) 

住所： Russia 123001, Moscow, Trekhprudny per., 9 bld.2 

ホームページ： http://rp-union.ru/en/ 

http://www.rao.ru/
http://www.rao.ru/
http://www.upravis.ru/
http://rp-union.ru/en/
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 ⑤ 公演(公衆への伝達)及び営利目的で制作されたレコードによる報酬に対する実演者の 

権利行使。 

公認 CLS：ロシア知的財産機関(VOIS) 

住所：Russia123290, Moscow Shelepikhinskaya nab. 8A 

ホームページ： http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1 

 ⑥ 公演(公衆への伝達)及び営利目的で制作されたレコードによる報酬に対するレコード 

制作者の権利行使。 

公認 CLS： ロシア知的財産機関(VOIS) 

住所：Russia123290, Moscow Shelepikhinskaya nab. 8A 

ホームページ： http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1 

 政府が公認する期間は、その前の期(5 年から 10 年)における CLS のサービスの質に応じ

て決める。初めて公認された場合、公認される期間は 5 年間である。公認 CLS と他の CLS

との主な違いは、公認 CLS には、自らの顧客であるかどうかにかかわらず、任意の知的財産

所有者の知的財産権を執行する権利があることである。また、公認 CLS は、反トラスト法の

対象とはされない。 

 知的財産執行及び著作権侵害防止機関としての CLS の効率性は有用ではあるものの、CLS

には深刻な欠点もある。例えば、CLS 自身がサービス手数料を自ら決定できる点である。こ

れは、通常、15％程度であるものの、CLS が実際に得た報酬及びライセンシーの手数料に関

する情報は、知的財産の所有者にさえ明らかにされない。CLS の財務内容に関する情報も、

概して曖昧であり、公開されていない。これに関する情報源は、CLS 自身の発行するデータ

のみである。独立系のアナリストによれば、RAS(ロシアの主要 CLS の 1 つであるロシア著

者協会)は、獲得したライセンス料及び侵害に対する補償の約 50％をサービス料として差し

引いているという。 

 これとは別に、受け取ったロイヤルティ／損害賠償の分配にも問題がある。それは、CLS が

これを全面的にコントロールしており、CLS が受け取った資金を知的財産の所有者に実際に

どう分配しているのかについて知るのが困難だからである。 

 さらに、ライセンシー／侵害者から金銭を受け取ってから、知的財産の所有者に払うまで

に数年かかる場合さえある。これでは、特にライセンス契約の場合において不便である。知

的財産の所有者が、CLS の管理する知的財産権の実施を直接ライセンシーに許諾した場合、

CLS が、当該ライセンスが無効であると見なし、知的財産権侵害を主張し、ライセンシーに

http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1
http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1
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補償／損害賠償を請求する可能性もある。 

 公認 CLS は、自らの活動分野のあらゆる知的財産権を執行できる。これを防ぐ唯一の方法

は、知的財産権執行に CLS のサービスを利用しないという知的財産所有者の意思を明確に表

明した正式な陳述書を提出することである。 
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